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今回は、ちょっと気になった話です。それは、親の記憶は遺伝するというもの。 

 遺伝とか進化の話をするのに、ダーウィンの「進化論」というのがあります。超簡単に言うと、突然変異

によって首の長いキリンが生まれ、首の長いキリンだけが生き残り、突然変異前の首の短いキリンは絶滅し

ていった。これを、「自然選択説」というそうです。これが今の主流の考え方ですよね。そうすると、よく

講演などで環境の変化に対応するものが生き残るんだという言葉を使われますが、これは間違いで、環境に

適合して変化したのではなく、突然変異で色々変化した中のたまたまその種が環境に適合し生き残り、他が

絶滅しているというのが正解のようです。 

しかし最近は、いろんな研究から、進化は形質だけでなく記憶も遺伝するのではないかといわれていま

す。親のネズミに桜の匂いを嗅がせて、電気ショックを与える。それを繰り返すことで、子のネズミは桜の

匂いを嗅ぐとびっくりするそうです。 

なぜこんな話をしたのかというと。うちの子供、書道の作品展で最優秀賞を取りまして。普段、自分が仕

事をしていて、字を綺麗に速く書くということを意識していたからかな～なんて思うわけです。 

…はい。そうです。親バカな話でした。 
 

 親バカな話の延長戦として、弊社では M＆A の業務もしております。 

統計上の話として、引き継いだ社長の年齢による事業承継後の事業成績の統計というのがあります。20

代に事業承継をする場合、承継後の事業成績が悪くなったとの回答が他の年代に比べ高い→リスクが高い。

また、承継をした側の社長のアンケートによっても、30 代後半から 40 代前半での事業承継が丁度よいと

の回答が出ています。そして社長の年齢による経営成績の統計をみても、やはり、30 代、40 代の成績が良

いようです。 

よって、いつ事業承継すれば良いですか？という質問にあえて答えるとするならば、 

「事業承継は、現社長 60 歳までに、承継者 40 歳までに譲るべき。 

 親子の年齢の差が大きいなら、誰か間に挟むべし」 

代表 

便り 

親の記憶は遺伝する！？ 

東京商工会議所「事業承継の実態に関

するアンケート調査」報告書 p13 より

引用 
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2021 年 1 月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急

の外出・移動の自粛により、売上が 50％以上減少した中小法人・個人事業者の

方に一時支援金の給付が決定いたしました。 
 

緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けているこ

と、2021 年 1 月～3 月の任意の月の売上が 2019 年又は 2020 年と比べて

50％以上減少していること、が要件となります。 
 

対象者は、要件を満たす全ての事業者となります。例えば、宣言区域内の飲食店と直接または間接的に取

引がある、対面で個人向けに商品又はサービスを行うＢtoＣ事業者なども対象です。 
 

給付金額は、中小法人等は上限 60 万円、個人事業者等は上限 30 万円となります。 

申請期間は、2021 年 3 月 8 日～2021 年 5 月 31 日です。 
 

 ※注意※ 

  給付要件を満たす事業者であっても、時短営業の要請を受け協力金の支給対象の飲食店は給付対象外と 

 なります。 
 

【参考】経済産業省 一時支援金 

   https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html 

本店 

便り 

一時支援金 文責：亀田 

こんにちは🌸春の気配もようやく整い心浮き立つ今日この頃ですね♪ 

私は…花粉症とお付き合い中。先日は薬が効かずローションティッシュをまさか１日で使い切りました💦

私はもっとフラットなお付き合いをしたいわっ！ 
 

お付き合いといえば…先日、顧問先のご子息の結婚式に招待していただき

参列してまいりました。とてもおいし…、じゃなかった感動しました✨ご時

世ですかね、参列者にはマスクやアルコールシートの配布というきめ細やか

な心遣い。見習いたいものです。 

 式は、祭壇前面から差し込む優しい光と豊かな緑が広がった開放的でアッ

トホームな式場で、新郎新婦はじめ参列者の笑顔があふれていました。しあ

わせな時間を共有でき幸せな気持ちで胸いっぱいになりました😊（おいしい 

料理でお腹もいっぱいになりました（笑））どうぞ末永くおしあわせになられることを祈っております。 
 

 さて、４月といえば固定資産税の通知書が届きますよね。 

 令和３年度については、３年に一度の固定資産税の評価替えの基準年度に

あたるため、本来であれば適正な時価に見直しがされ、固定資産税が課税さ

れます。令和 3 年度の土地の評価額の基準となる公示価格は令和 2 年 1 月 1

日時点の公示価格となりますが、この令和 2 年の公示価格等は、全国平均で

5 年連続、住宅地は 3 年連続、商業地は 5 年連続上昇し、いずれも上昇基調

を強めていました。令和 2 年の公示価格に基づいて固定資産税評価額を算定

すると、固定資産税も上昇することになります。 

 しかし、新型コロナウイルスの感染拡大による景気悪化の影響を考慮して、１年間の特例で、税額が増え

るケースでは令和 2 年度と同額に据え置くことになる予定です。 

 ご質問・ご相談はお気軽に担当者までどうぞ。 

 
夫婦円満の秘訣の３つの袋は「お袋」と「巾着袋」と 

なんだったっけ… 文責：大脇 

インター 
店 

便り 

【引き出物の一文が素敵だったので 

 パシャリッ！心に留めたいです】 
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令和３年４月１日より、消費税における税込価格の表示（総額表示）が必要になります！ 
 

◆総額表示とは？ 

「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどに 

おいて価格を表示する際に、消費税額を含めた価格を表示することをいいます。 
 

◆対象となる取引 

事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。いわゆる対消費者ビジネス(BtoC)で、 

BtoB の対事業者のビジネスについては対象となりません。 
 

◆対象となる表示媒体 

店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、消費者に対して行われる価格表示であ 

れば、どのような表示媒体でも対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは、消費者にとって結局消費税を含めていくらの価格であるかを簡潔に示すため(消費者目線でパッと

みて分かるようにするため)の措置です。現在「税抜価格+税」という形式のみで表示している場合、4 月か

らは税込価格を示す必要がありますので、変更対応をお願い致します。 

消費税の複数税率適用が開始され 1 年以上経ちますが、会計処理は煩雑となり、消費税にまつわる問題は

複雑です。消費税に限らず、お困りごとがありましたら弊社スタッフまでご相談ください。 

【参考】 ・国税庁 "「総額表示」の義務付け" 

      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm 

     ・財務省 "令和３年４月１日以降の価格表示について" 

      https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougaku.html 

経営 

情報 
令和３年４月１日より、「総額表示」が義務付けられます！ 文責：村上 

代表 三上による経営相談をご活用ください！ 
 

2021 年 4 月開催スケジュール(要予約) 

4 月 6 日(火) 10～12 時 

4 月 8 日(木) 13～17 時 

4 月 12 日(月) 18～20 時 
 

ご予約電話番号 0120-974-830 
 

無料経営相談実施中！！！ 

4 月 29 日(木・祝) 及び 

5 月 2 日(日)～5 月 5 日(水・祝)  
 

（4 月 30 日(金)、5 月 1 日(土)、及び 

 5 月 6 日(木)～は通常営業いたします。） 

皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解

を賜ります様お願い申し上げます。 

ＧＷ期間中の休業日のお知らせ 
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三上税理士法人 

■本店 

〒486-0914 愛知県春日井市若草通 4-92 

TEL:0568-44-2022 / FAX:0568-44-2039 

■春日井インター店 

〒486-0812 愛知県春日井市大泉寺町 108 番地 9 

TEL:0568-82-7770 / FAX:0568-82-7771 

◆共通メールアドレス  mikami@taxer.info 

行楽 

日記 

下呂・高山 

3 月 12 日現在、国からの緊急事態宣言は解除されたものの、愛知県独自の厳重警戒宣言は発出されてお

り、なかなか旅行に行くことができない日々が続いています。 

今回は、以前訪れた下呂・高山についてご紹介します。 

私は旅行に行くとき、電車やバスで行くことがほとんどです。車で行けば荷物を持ち歩く手間もなく楽な

のですが、電車やバスの車窓からでしか見ることのできない風景を見るのが好きで、今回も車ではなく名古

屋からワイドビューひだで向かいました。線路の脇を流れる飛騨川がターコイズブルーに輝き、とても綺麗

でした。 
 

この旅行の目的は 3 つ。1 つ目は、下呂温泉で足湯巡りをしながらゆっくりする

こと。2 つ目は、平湯大滝のイルミネーションを見ること。3 つ目は、高山の古い町

並みで食べ歩き＆酒蔵巡って試飲をすることです。 
 

 下呂温泉では、岐阜県のＢ級グルメでもある鶏ちゃんや下呂プリンを食べて、足

湯も何ヶ所か巡り、夜は温泉旅館でゆっくりできました。 
 

平湯大滝は、スキー場の脇の雪道を 20 分程歩いたところにあるのですが、寒くて

足元が滑る中で、体感的に 20 分以上歩いた気がしました。滝は、一部凍っていなく

流れているところもありましたが、とても幻想的でしばらくの間、眺めていまし

た。スキー場から花火もあがっていて、冬の花火を楽しむことができました。 
 

高山の古い町並みは、新型コロナウイルス感染予防のためか、休業しているお店

がいくつかあり、なんとなく寂しい雰囲気でした。飛騨牛にぎりや飛騨牛串を食べ

たり、酒蔵を 3、4 か所まわって試飲をしたりしました。お猪口や紙コップではなく

升で飲める酒蔵もあり、どのお酒も美味しくてついつい飲みすぎてしまいました。 
 

今回は、名所をたくさん訪れるというよりもゆっくりのんびりした旅行で、心身

ともに休むことができました。 

文責：林 

・前年分所得税の確定申告                   申告期間…2 月 16 日(火)～4 月 15 日(木) 

・個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告              申告期限…4 月 15 日(木) 

・2 月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉 

申告期限…4 月 30 日(金) 

・8 月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分) 

申告期限…4 月 30 日(金) 

・固定資産税（都市計画税）の第 1 期分        納付期限… 4 月中において各自治体の条例で定める日 

・令和元年分消費税の振替納付                         納付期限…5 月 24 日(月) 

・令和元年分所得税の振替納付                         納付期限…5 月 31 日(月) 

4 月の税務 

新型コロナウイルス感染症の影響により、情報が随

時更新されております。そのため、記載内容が最新で

はない可能性がございますことをご了承ください。 

最新情報は、国税庁、厚生労働省他のホームページ

等で必ずご確認ください。 

記載内容に関するおことわり 


